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内部統制システム基本方針の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成 26年法律第 90号)及び「会社法施行規則

等の一部を改正する省令」（平成 27年法務省令第 6号）が平成 27年 5月 1日に施行された

ことを踏まえ、平成 27 年 5 月 12 日開催の取締役会において、内部統制システム基本方針

を下記の通り一部変更することを決定しましたのでお知らせいたします。 

 なお、変更箇所は下線で示しております。 

 

記 

 
(1)当社及びその子会社の取締役及び使用人等の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制 

①グループ全体でのコンプライアンス体制確保のために、当社及び子会社の役員、従業

員が順守すべき行動基準を明らかにしたダイヘン倫理規範、及び順守すべき法令を明

らかにした法令順守ガイドを制定しております。 
また、コンプライアンス委員会規則を制定し、これに基づき設置されるコンプライア

ンス委員会は上記倫理規範、法令順守ガイドその他法令順守に関する規程の整備、改

訂を行うとともに、これらの実効性の確保のために、当社及び子会社での教育研修の

実施や内部通報制度を通じて寄せられた情報に対する適切な調査、対策を行っており

ます。 
②経営の重要事項については、主要な取締役で構成する経営会議での報告・審議により

慎重な意思決定を行っております。 
③業務執行が適正に行われているかについて内部監査部門による監査を実施し、結果は

取締役及び監査役に報告しております。 
 
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に関する情報は、社内規則に則り記録の作成、保存を行うとともに、

情報セキュリティに関する規程を制定し、情報の漏えい等の防止に努めております。 
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(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①品質、安全、情報セキュリティ、安全保障輸出管理、法令違反等のリスクについては、

所管する部門が中心となって規程の制定、委員会活動、教育を実施してリスクの軽減、

発生時の被害軽減を図っております。 
②報告基準を定め、損失に関する情報が速やかに取締役に伝わるようにし、必要ある場

合は適切な対策を取るようにしております。 
③危機対策規程を制定し、災害や事故などの緊急事態が発生した場合にその状況に応じ

た対策を実施することや、影響が重大な場合には対策本部を設置し、全社的な対策を

実施することを定めております。 
 
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①執行と監督を分離するため、執行役員制の採用により取締役数を適正に保ち、経営の

重要事項に関して効率的な監督、意思決定を行っております。 
②職務分掌、決裁基準による職務権限の明確化を基礎に事業部制を採用して、適切な権

限委譲による迅速な意思決定とその実行及び子会社を含めた事業部門の損益責任の

明確化を行うとともに、予算制度による業績目標の設定と管理を行い、グループとし

て事業を効率的に遂行しております。 
 
(5)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① 関係会社管理規程を制定し、各子会社を担当する事業部を定めて、子会社の業務が適

正かつ効率的に行われるよう指導、支援を行うとともに、子会社の業務遂行について

定期的に報告を受けております。 
また、子会社の経営に関する重要事項は当社経営会議において報告・審議を行うこと

としております。 
②品質、環境、情報セキュリティ、安全保障輸出管理、法令違反などについて子会社を

含むグループ全体を対象とした規程やマネジメントシステムを制定、実施しておりま

す。 
 
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項、当該使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実

効性の確保に関する事項 

①監査役が必要と考えた場合には、内部監査部門は監査役と連携し、適切な補助を行っ

ております。 
②内部監査部門が監査役から職務の指示を受けたときは、当該職務を優先して遂行する

こととしております。 
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③内部監査部門の従業員の人事については、監査役会の事前同意を得るものとしており、

評価については監査役から指示を受けた職務の遂行により不利な取扱いを受けない

こととしております。 
 
(7)当社及びその子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監

査役への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

とを確保するための体制 

①法律に定める監査役への報告事項に加え、監査役会と取締役との協議により監査役に

報告すべき事項を子会社を含めて定めており、経営会議等監査役が出席する会議での

報告その他の方法により適宜監査役に報告しております。 
②当社及び子会社を対象に公益通報者保護規程を制定し、公益通報者等が相談又は通報

したことを理由として不利な取扱いを行ってはならないことを定めており、公益通報

者等に対して不利な取扱いや嫌がらせ等を行った者については、処分を科すことがで

きるものとしております。 
 
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①適切な監査実施のために、監査役と代表取締役との定期的な懇談、意見交換を行って

おります。 
また、監査役は会計監査人との日常的な情報交換を行い、連携して監査を実施してお

ります。 
②当社は監査役の職務の執行について生ずる費用を予算化し、監査役が職務の執行につ

いて費用の前払等の請求をしたときは、当該費用が監査役の職務の執行に必要でない

と認められた場合を除き、速やかに処理しております。 
 
(9)財務報告の信頼性を確保するための体制  

金融商品取引法及びその他関係法令の定めに従い、当社グループの財務報告の信頼性を

確保するために、「ダイヘングループ財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき内部

統制を整備・運用するとともに、その有効性を評価し必要な是正を行っております。 
 
(10)反社会的勢力排除に向けた体制 

ダイヘン倫理規範において反社会的勢力には毅然とした姿勢で対応することを定めてお

り、総務・法務室を担当部署として、警察、弁護士など外部の専門機関とも連携を図っ

て反社会的勢力に対応するとともに、情報の収集・管理、社内教育を実施しております。 
 

以 上 

 

お問い合わせ先：総務・法務室 総務部（Tel：06-6390-5504） 
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